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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　ユーザによるプレイヤの選択を受け付ける受付ステップと、
　１又は複数のプレイヤの動きを複数の撮像装置が撮像した各撮像データであって、相手
と対戦するイベントに参加する１又は複数のプレイヤが撮像された各撮像データに基づき
、三次元仮想空間が生成され、かつ、少なくとも１の前記プレイヤの動作解析が行われ、
当該三次元仮想空間及び当該動作解析の結果に基づきコンピュータグラフィックスを用い
て生成された映像コンテンツであって、選択されたプレイヤの視点からの映像コンテンツ
を取得する取得ステップと、
　取得された映像コンテンツの表示を制御する表示制御ステップと、
　前記選択されたプレイヤの視線方向を推定し、前記視線方向に基づく水平方向の第１視
野角、及び垂直方向の第２視野角を用いて前記選択されたプレイヤの視野を特定する特定
ステップと、
　特定された前記選択されたプレイヤの視野と、前記相手の各プレイヤの視野とに基づい
て、前記相手の各プレイヤの死角領域を検出する検出ステップと、
　検出された死角領域の表示を制御する表示制御ステップと、
　を実行させるプログラム。
【請求項２】
　コンピュータに、
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　ユーザによるプレイヤの選択を受け付ける受付ステップと、
　１又は複数のプレイヤの動きを複数の撮像装置が撮像した各撮像データに基づき、三次
元仮想空間が生成され、かつ、少なくとも１の前記プレイヤの動作解析が行われ、当該三
次元仮想空間及び当該動作解析の結果に基づき生成された映像コンテンツであって、選択
されたプレイヤの視点からの映像コンテンツを取得する取得ステップと、
　取得された映像コンテンツの表示を制御する表示制御ステップと、
　ユーザ操作に基づき、前記選択されたプレイヤの動き方向又は視線方向を示す第１方向
を変更する変更ステップと、
　前記映像コンテンツに基づく前記選択されたプレイヤの実際の動き方向又は視線方向を
示す第２方向と、前記第１方向との差異をユーザに報知する報知ステップと、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータなどによって作り出された世界を現実であるかのようにユーザに知
覚させるバーチャルリアリティ（以下、ＶＲとも称する。）が盛んに研究されている。こ
のＶＲについて、カメラで撮影オブジェクトを撮影し、その映像データに基づいて、三人
称視点と、一人称視点とを切り替える技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１２７９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、複数のカメラで撮影オブジェクトを撮影し、撮影した画
像を合成することで、所定の撮影オブジェクトに対する一人称視点に切り替えるが、画像
合成にかかる処理の負荷が大きく、一人称視点における映像コンテンツを容易に生成する
ことはできない。
【０００５】
　また、従来のＶＲを提供する技術では、撮影オブジェクトの様々な動きに対応すること
や、多数の撮影オブジェクトの視点からの映像コンテンツを生成することは想定されてい
ない。
【０００６】
　そこで、本発明は、ＶＲにおいて、オブジェクトの様々な動きに対応しつつ、多数のオ
ブジェクトの視点からのコンテンツを容易に生成することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るプログラムは、コンピュータに、
　１又は複数のプレイヤの動きを撮像した複数の撮像装置から各撮像データを受信する受
信ステップと、
　前記各撮像データに基づいて、三次元仮想空間を生成する第１生成ステップと、
　前記各撮像データに基づいて、少なくとも１の前記プレイヤの動作解析を行う解析ステ
ップと、
　前記三次元仮想空間及び前記動作解析の結果に基づき、少なくとも１の前記プレイヤの
視点からの映像コンテンツを、コンピュータグラフィックスを用いて生成する第２生成ス
テップと、
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　を実行させる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ＶＲにおいて、オブジェクトの様々な動きに対応しつつ、多数のオブ
ジェクトの視点からのコンテンツを生成することを容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態におけるコンテンツ販売システムの一例を示す概念図である。
【図２】実施形態における撮像装置による撮像の様子の一例を説明するための図である。
【図３】実施形態における情報処理装置が接続されたＨＭＤの一例を示す図である。
【図４】実施形態におけるサーバ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図５】実施形態における携帯端末の外観構成の一例を示す携帯端末正面図である。
【図６】実施形態における携帯端末のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である
。
【図７】実施形態におけるＨＭＤのハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。
【図８】実施形態におけるサーバ装置の機能構成の一例を示す図である。
【図９】コンテンツ情報の一例を示す図である。
【図１０】カテゴリごとに分類された部分コンテンツの一例を示す図である。
【図１１】実施形態における携帯端末の機能構成の一例を示す図である。
【図１２】プレイヤキャラクタの視線方向及び視野を説明するための図である。
【図１３】実施形態における表示画面Ａの一例を示す図である。
【図１４】実施形態における表示画面Ｂの一例を示す図である。
【図１５】実施形態における表示画面Ｃの一例を示す図である。
【図１６】実施形態における表示画面Ｄの一例を示す図である。
【図１７】実施形態における表示画面Ｅの一例を示す図である。
【図１８】死角領域を説明するための図である。
【図１９】実施形態におけるコンテンツ生成処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】実施形態におけるコンテンツ配信処理の一例を示すフローチャートである。
【図２１】実施形態におけるコンテンツ表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】実施形態における表示制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】実施形態におけるプレイヤ切替処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形
態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図
はない。即ち、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形（各実施例を組み合わせ
る等）して実施することができる。また、以下の図面の記載において、同一または類似の
部分には同一または類似の符号を付して表している。図面は模式的なものであり、必ずし
も実際の寸法や比率等とは一致しない。図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が
異なる部分が含まれていることがある。
【００１１】
　［実施形態］
以下、本発明の実施形態におけるコンテンツ配信システムを、図面を用いて説明する。
【００１２】
　＜コンテンツ配信システムの概要＞
図１は、実施形態におけるコンテンツ販売システム１の一例を示す概念図である。図１に
示す例において、コンテンツ販売システム１は、例えばコンテンツを配信する会社等によ
り提供されるサーバ装置（情報処理装置）５０と、各ユーザが操作する情報処理装置１０
と、１又は複数のオブジェクトを撮像する撮像装置６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃと、がネット
ワークＮを介して接続される。以下、撮像装置を１つ１つ区別する必要がない場合は、符
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号６０を用いる。また、情報処理装置１０は、ネットワークＮに複数接続されてもよい。
【００１３】
　オブジェクトは、例えばプレイヤや動物などの動く生物を含む。プレイヤは、スポーツ
をしている人や音楽ライブをしている人などを含む。
【００１４】
　また、情報処理装置１０は、ヘッドマウントディスプレイ（以下、ＨＭＤとも称する。
）７０に接続される。ＨＭＤ７０を装着したユーザは、ＶＲを体験することができる。な
お、ネットワークＮには、その他決済サーバなどが接続されてもよい。
【００１５】
　図２は、実施形態における撮像装置６０による撮像の様子の一例を説明するための図で
ある。図２に示す例では、フィールドＦ１内で複数のプレイヤＰ１～Ｐ３がスポーツをし
ている。撮像装置６０は、スポーツをしている各プレイヤの様子を様々な角度から撮像す
る。撮像装置６０は、動作解析を容易にするため、高性能の撮像装置、例えば８Ｋカメラ
などが望ましい。また、撮像装置６０の設置台数は、図２に示す例では８台であるが、フ
ィールドＦ１の大きさに応じて適切な台数が設置されればよい。
【００１６】
　撮像装置６０により撮像された各撮像データは、直接的又はパーソナルコンピュータな
どの処理装置を介して間接的に、サーバ装置５０に送信される。サーバ装置５０は、各撮
像データに基づき、各プレイヤやフィールドを含む三次元仮想空間を生成し、また、撮像
データを画像処理すること、又はモーションキャプチャなどの技術を用いることで、各オ
ブジェクトの動作解析を行う。なお、サーバ装置５０は、フィールドＦ１が既知であれば
、事前に三次元仮想空間を生成しておき、各撮像データに基づいて風景やプレイヤ等に基
づくオブジェクトを配置し、最終的な三次元仮想空間を生成してもよい。また、これらの
処理の一部または全ては、サーバ装置５０ではなく、撮像装置６０に接続された前述のパ
ーソナルコンピュータなどの処理装置で行い、生成されたオブジェクトや三次元仮想空間
をサーバ装置５０に送信して記憶させるようにしても良い。
【００１７】
　モーションキャプチャは、マーカーレス方式の公知の技術を用いるとよい。例えば、Ｃ
ａｐｔｕｒｙ　Ｓｔｕｄｉｏ社のモーションキャプチャや、Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍｏｔｉｏ
ｎ社のモーションキャプチャなどの技術が適用可能である。これにより、オブジェクトに
対してカメラを設ける必要がなくなり、オブジェクトに負担をかけずに済む。
【００１８】
　サーバ装置５０は、１又は複数のオブジェクトについて、上述した動作解析を行うこと
により、各オブジェクトの動きを再現する映像コンテンツを生成する。この映像コンテン
ツは、コンピュータグラフィックス（以下、ＣＧとも称する。）を用いており、また、各
プレイヤの視点からの映像コンテンツである。各プレイヤや全フィールドをモデリングし
た仮想オブジェクトを含む三次元仮想空間に基づき、ＣＧによる映像コンテンツを生成す
る方が、実映像による複雑な映像コンテンツを生成するよりも、オブジェクトの様々な動
きや視点変更にも柔軟に対応することができ、処理負荷を軽減することができる。サーバ
装置５０は、このようにして生成された映像コンテンツを複数記憶しておいてもよい。
【００１９】
　情報処理装置１０は、所定のアプリケーションを用いてサーバ装置５０にアクセスし、
ユーザ操作に基づいて、映像コンテンツやオブジェクトを選択し、選択された映像コンテ
ンツやオブジェクトの視点からの映像コンテンツをダウンロードする。
【００２０】
　図３は、実施形態における情報処理装置１０が接続されたＨＭＤ７０の一例を示す図で
ある。図３に示す例では、情報処理装置１０は、マイクロＵＳＢ端子等を用いてＨＭＤ７
０に接続される。ＨＭＤ７０は、情報処理装置１０から、マイクロＵＳＢ端子等を用いて
取得した映像コンテンツを表示部に表示する。
【００２１】
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　ＨＭＤ７０を装着したユーザは、この映像コンテンツを視聴することで、ＶＲを体験す
ることができる。なお、ＨＭＤ７０は、上述したように、情報処理装置１０から映像コン
テンツを取得して表示してもよいし、情報処理装置１０に表示される映像コンテンツを視
聴できるようにしてもよい。
【００２２】
　これにより、サーバ装置５０は、ＶＲにおいて、オブジェクトの様々な動きに対応しつ
つ、多数のオブジェクトの視点からのコンテンツを生成することを容易にすることができ
る。また、情報処理装置１０は、所定のアプリケーションを用いることにより、サーバ装
置５０において生成されたコンテンツをユーザに取得することができる。なお、ＶＲの体
験とは、図３に示すようなＨＭＤ７０を装着してＶＲを体験する以外にも、情報処理装置
１０等のディスプレイに映像コンテンツを表示し、ユーザがそのディスプレイを見ること
でＶＲを体験することも含む。
【００２３】
　以下で説明する実施形態に係る情報処理装置１０は、携帯端末を一例に挙げている。ま
た、実施形態に係る各種プログラムは、例えばサーバ装置や携帯端末等で実行される。
【００２４】
　＜ハードウェア構成＞
次に、コンテンツ販売システム１内の各装置のハードウェアについて説明する。以下、サ
ーバ装置５０、携帯端末１０、ＨＭＤ７０の順に説明する。
【００２５】
　≪サーバ装置５０≫
まず、サーバ装置（情報処理装置）５０のハードウェア構成について説明する。図４は、
実施形態におけるサーバ装置５０のハードウェア構成の一例を示す図である。図４に示す
ように、サーバ装置５０は、制御部５１、通信インターフェース５３、記憶部５４、表示
部５７、及び入力部５８を有し、各部はバスライン５９を介して接続される。
【００２６】
　制御部５１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ５２等を含む。制御部５１は、記憶部５４に記
憶される制御プログラム５５等を実行することにより、一般的な情報処理装置としての機
能に加え、例えば映像コンテンツの生成に関する処理を実現するように構成される。
【００２７】
　また、ＲＡＭ５２は、各種情報を一時的に保持したり、ＣＰＵが各種処理を実行する際
のワークエリアとして使用されたりする。
【００２８】
　通信インターフェース５３は、ネットワークＮを介した撮像装置６０、携帯端末１０、
及び課金サーバ（不図示）等との通信を制御する。
【００２９】
　記憶部５４は、例えばＨＤＤ等からなり、一般的な情報処理装置としての機能を実現す
るためのアプリケーション及びデータ（図示省略）を記憶することに加え、制御プログラ
ム５５を記憶する。また、記憶部５４は、情報記憶部５６を有している。
【００３０】
　制御プログラム５５は、撮像データに基づき、三次元仮想空間を生成したり、各プレイ
ヤの動きを動作解析したり、三次元仮想空間や動作解析結果に基づいて、各プレイヤの動
きを再現するＣＧの映像コンテンツを生成したりするプログラムである。制御プログラム
５５は、コンピュータに読み取り可能な記録媒体に保存され、この記録媒体から読み出さ
れて、記憶部５４に記憶されてもよい。
【００３１】
　情報記憶部５６は、例えば撮像データを記憶したり、三次元仮想空間や、動作解析処理
で生成される中間データ等を記憶したり、三次元仮想空間や動作解析結果に基づくＣＧの
映像コンテンツを記憶したりする。
【００３２】
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　表示部５７は、管理者に対して、映像コンテンツ等を表示する。入力部５８は、管理者
からの入力を受け付けたり、管理者からの指示を受け付けたりする。また、サーバ装置５
０は、表示部５７と入力部５８とを必ずしも設ける必要はなく、表示部５７及び入力部５
８は、外部からサーバ装置５０に接続されるようにしてもよい。
【００３３】
　≪携帯端末１０≫
まず、実施形態における携帯端末１０の外観構成について説明する。図５は、実施形態に
おける携帯端末１０の外観構成の一例を示す携帯端末正面図である。
【００３４】
　図５に示すように、携帯端末１０は、矩形の薄形筐体１２を備え、その薄形筐体１２の
一方の面は、タッチパネル１４が多くの部分を占めるように構成されている。該タッチパ
ネル１４が搭載されている面（正面）には、スピーカ１６、マイクロフォン１８およびハ
ードボタン２０が設けられている。また、携帯端末１０の側面や底面には、ハードキー２
２、及び音声出力端子２４（図６参照）などの外部インターフェースが設けられる。さら
に、携帯端末１０の背面には、カメラ２６（図６参照）が設けられている。
【００３５】
　図６は、実施形態における携帯端末１０のハードウェア構成を概略的に示すブロック図
である。携帯端末１０は、図５に示す各構成要素に加えて、移動体通信用アンテナ３０、
移動体通信部３２、無線ＬＡＮ通信用アンテナ３４、無線ＬＡＮ通信部３６、記憶部３８
、主制御部４０、６軸センサ２３を少なくとも有し、さらに、スピーカ１６、カメラ２６
や音声出力端子２４を含む外部インターフェース４２などを有する。
【００３６】
　タッチパネル１４は、表示装置および入力装置の両方の機能を備え、表示機能を担うデ
ィスプレイ（表示画面）１４Ａと、入力機能を担うタッチセンサ１４Ｂとで構成される。
ディスプレイ１４Ａは、例えば、液晶ディスプレイや有機ＥＬ（Electro Luminescence）
ディスプレイなどの一般的な表示デバイスにより構成される。タッチセンサ１４Ｂは、デ
ィスプレイ１４Ａの上面に配置された接触操作を検知するための素子およびその上に積層
された透明な操作面を備えて構成される。タッチセンサ１４Ｂの接触検知方式としては、
静電容量式、抵抗膜式（感圧式）、電磁誘導式など既知の方式のうちの任意の方式を採用
することができる。
【００３７】
　タッチパネル１４は、主制御部４０による記憶部３８に記憶されているプログラム４４
の実行により生成される映像コンテンツを表示する。入力装置としてのタッチパネル１４
は、操作面に対して接触する接触物（遊技者の指やタッチペンなどを含む。以下、「指」
である場合を代表例として説明する）の動作を検知することで、操作入力を受け付け、そ
の接触位置の情報を主制御部４０に与える。指の動作は、接触点の位置または領域を示す
座標情報として検知され、座標情報は、例えば、タッチパネル１４の短辺方向および長辺
方向の二軸上の座標値として表される。
【００３８】
　携帯端末１０は、移動体通信用アンテナ３０や無線ＬＡＮ通信用アンテナ３４を通じて
ネットワーク（インターネット）Ｎに接続され、サーバ装置５０との間でデータ通信をす
ることが可能である。サーバ装置５０は、携帯端末１０において選択されたプレイヤなど
のダウンロード要求を、ネットワークＮを介して受信する。
【００３９】
　６軸センサ２３は、携帯端末１０の加速度及び角速度を計測可能である。６軸センサ２
３によりセンシングされた所定のデータに対して、映像コンテンツ内のプレイヤ視点の変
更や、プレイヤ自体の変更などの処理を割り当ててもよい。これにより、携帯端末１０を
移動させるだけで、映像コンテンツに関する操作が可能になる。
【００４０】
　≪ＨＭＤ７０≫
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次に、実施形態におけるＨＭＤ７０のハードウェアについて説明する。図７は、実施形態
におけるＨＭＤ７０のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図７に示すＨ
ＭＤ７０は、通信部７２、表示部７４、記憶部７６、操作部７８、及び制御部８０を有す
る。
【００４１】
　通信部７２は、携帯端末１０とデータ通信を行う。例えば、通信部７２は、マイクロＵ
ＳＢ端子を用いてデータ通信を行ったり、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の通信機能
を用いてデータ通信を行ったりする。例えば、通信部７２は、携帯端末１０から映像コン
テンツ等を受信する。
【００４２】
　表示部７４は、携帯端末１０から受信した映像コンテンツ等を表示する。映像コンテン
ツは、２次元映像、又は３次元映像である。表示部７４は、ＨＭＤ７０が携帯端末１０に
表示される映像を視聴するタイプの場合は、ＨＭＤ７０に設けられなくてもよい。
【００４３】
　記憶部７６は、例えばＲＡＭやＲＯＭやＨＤＤなどであり、映像コンテンツを記憶する
。操作部７８は、音量調節ボタンや電源ボタン等の各種ボタンを含み、各種ボタンの押下
に基づきＨＭＤ７０を操作する。
【００４４】
　制御部８０は、例えばＣＰＵやＲＡＭなどであり、上述したＨＭＤ７０の各部を制御す
る。
【００４５】
　＜機能的構成＞
次に、コンテンツ販売システム１内のサーバ装置５０、携帯端末１０の機能について説明
する。
【００４６】
　≪サーバ装置５０≫
図８は、実施形態におけるサーバ装置５０の機能構成の一例を示す図である。図８に示す
例では、サーバ装置５０は、第１送信部１０２、第１受信部１０４、生成部１０６、及び
第１記憶部１０８を有する。第１記憶部１０８以外の各部は、例えば制御プログラム５５
が制御部５１により実行されることで機能する。
【００４７】
　第１送信部１０２は、例えば通信インターフェース５３や制御部５１等により実現され
うる。第１送信部１０２は、ダウンロード要求を出した各携帯端末１０に、要求された映
像コンテンツ等を送信する。
【００４８】
　第１受信部１０４は、例えば通信インターフェース５３や制御部５１等により実現され
うる。第１受信部１０４は、各携帯端末１０から、映像コンテンツやプレイヤを識別する
情報とともにダウンロード要求を受信する。また、第１受信部１０４は、撮像装置６０か
ら各撮像データを受信する。
【００４９】
　生成部１０６は、例えば制御部５１等により実現されうる。生成部１０６は、各プレイ
ヤの動きが撮像された各撮像データに基づいて、各プレイヤの動きを再現する映像コンテ
ンツや、プレイヤの動きの一部を示す部分コンテンツ等を生成する。以下、映像コンテン
ツや部分コンテンツ等を含めてコンテンツとも称する。生成部１０６は、コンテンツを生
成するため、動作解析部１１０、仮想空間生成部１１２、コンテンツ生成部１１４、要求
取得部１１６、及び分類部１１８を有する。
【００５０】
　動作解析部１１０は、例えば複数の撮像装置６０から撮像された各撮像データに対し、
モーションキャプチャ技術を用いて、撮像データ内の少なくとも１のプレイヤの動きを動
作解析する。このモーションキャプチャ技術は、公知の技術を用いればよく、例えばマー
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カーレスタイプの技術が好ましい。動作解析技術を適用することにより、撮像データ内の
各プレイヤの動きが再現可能になる。これにより、三次元仮想空間内をどのように動いた
かを、プレイヤごとに求めることができる。
【００５１】
　なお、動作解析部１１０により出力される動作解析結果は、動作解析したプレイヤの動
きを再現するためのプレイヤの動き情報を含む。また、動作解析部１１０に含まれる推定
部（不図示）は、プレイヤの動きに基づいて、プレイヤの顔の位置、向き、及び角度から
プレイヤの視点座標、及びその視点からの視線方向を推定する（図１２参照）。推定部は
、プレイヤの動き情報に合わせて、視点座標及び視線方向を含む視線方向情報を対応付け
ておくとよい。
【００５２】
　仮想空間生成部１１２は、各撮像データに基づいて、各プレイヤやフィールドの仮想オ
ブジェクトを含む三次元仮想空間を生成する。例えば、仮想空間生成部１１２は、各撮像
装置６０の設置位置や設置角度に基づいて、撮像データ内のどのオブジェクトがどの座標
位置にあるかを、例えば三次元画像解析を用いて算出し、オブジェクトに対応する仮想オ
ブジェクトを、その座標位置に配置する。例えば、仮想空間生成部１１２は、三次元仮想
空間に配置される、各種仮想オブジェクトのポリゴンデータを保持しておくとよい。
【００５３】
　また、仮想空間生成部１１２は、フィールドが既知であれば、事前に三次元仮想空間を
生成しておき、各撮像データに基づいて風景やプレイヤ等に基づく仮想オブジェクトを配
置し、最終的な三次元仮想空間を生成してもよい。
【００５４】
　コンテンツ生成部１１４は、三次元仮想空間及び動作解析結果に基づいて、動的オブジ
ェクトである少なくとも１のプレイヤの動きをＣＧにより再現する映像コンテンツを生成
する。例えば、コンテンツ生成部１１４は、三次元仮想空間のフィールド内を移動する各
プレイヤの仮想オブジェクト（キャラクタ）に対して、動作解析により解析された各プレ
イヤの実際の動きを与え、その動きに応じたキャラクタの視点からの視線方向に三次元仮
想空間を眺めた映像をＣＧにより生成することで、各プレイヤの視点からの映像コンテン
ツをそれぞれ生成する。プレイヤの視点からの映像コンテンツとは、そのプレイヤの視点
からの視線方向に描画される３次元仮想空間内の映像を表す。これにより、サーバ装置５
０は、フィールド内の各プレイヤの視点からの映像コンテンツを提供することが可能にな
る。
【００５５】
　また、コンテンツ生成部１１４は、三次元仮想空間に対して、プレイヤが決定されると
、そのプレイヤの視線方向情報に基づいて、このプレイヤの視点からの映像をその都度生
成してもよい。コンテンツ生成部１１４は、必要に応じて、事前に各プレイヤの視点から
の映像コンテンツを生成したり、三次元仮想空間に対し、その都度所定のプレイヤの視点
を与え、このプレイヤの視点からの映像コンテンツを生成したりする。
【００５６】
　なお、コンテンツ生成部１１４は、映像コンテンツについて、各プレイヤに対応する各
キャラクタを生成し、このキャラクタが、対応するプレイヤの動きを再現するように映像
コンテンツを生成するとよい。コンテンツ生成部１１４は、プレイヤの写真等を用いてよ
りリアルなキャラクタにすることで、より現実味を増した映像コンテンツを生成すること
ができる。
【００５７】
　コンテンツ生成部１１４は、１つのイベント（例えばスポーツの１試合）内で生成した
映像コンテンツに対し、１つの識別情報（イベントＩＤ）を付与し、イベントごとに映像
コンテンツの識別を可能にしておく。また、コンテンツ生成部１１４は、プレイヤにも識
別情報（プレイヤＩＤ）を付与し、このプレイヤの視点からの映像コンテンツを、プレイ
ヤの識別情報に対応付けておく。これにより、イベントや、プレイヤごとに携帯端末１０
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からダウンロード要求を受けることが可能になる。コンテンツ生成部１１４は、生成され
た映像コンテンツを第１記憶部１０８に記憶する。
【００５８】
　また、第１記憶部１０８は、三次元仮想空間、静的な仮想オブジェクト、及び動的な仮
想オブジェクト及びその動き情報を含む仮想空間データを、イベントＩＤに対応付けて記
憶してもよい。このとき、仮想空間データに基づき、プレイヤの視点からの映像コンテン
ツを生成可能にするため、プレイヤＩＤには、プレイヤの視線方向情報が対応付けられる
。
【００５９】
　要求取得部１１６は、携帯端末１０から送信される要求を受け付ける。携帯端末１０の
要求とは、例えば、イベントＩＤや、プレイヤＩＤなどを伴うダウンロード要求などであ
る。
【００６０】
　要求取得部１１６は、ダウンロード要求を受けると、ダウンロード要求に含まれるイベ
ントＩＤ及び／又はプレイヤＩＤを特定し、記憶部１０８から該当する映像コンテンツを
取得する。要求取得部１１６は、取得した映像コンテンツを、第１送信部１０２を介して
携帯端末１０に送信する。
【００６１】
　また、要求取得部１１６は、イベントＩＤに対応する仮想空間データを第１記憶部１０
８から取得し、また、プレイヤＩＤに対応するプレイヤの視線方向情報を第１記憶部１０
８から取得してもよい。このとき、要求取得部１１６は、コンテンツ生成部１１４におい
て生成されるプレイヤＩＤに対応するプレイヤの視点からの映像コンテンツを、その都度
第１送信部１０２を介して携帯端末１０に送信する。
【００６２】
　分類部１１８は、映像コンテンツ内のプレイヤの一部の動きを示す部分コンテンツを、
動きに応じて複数のカテゴリに分類する。例えば、イベントがサッカーの試合の場合、分
類部１１８は、ドリブルについて相手にボールを取られずにディフェンダーを抜いた場合
、成功動作と判定し、相手にボールを取られた場合、失敗動作と判定する。
【００６３】
　具体的には、分類部１１８は、失敗動作及び成功動作の部分コンテンツを自動で検出す
るようにしてもよいし、管理者が映像コンテンツを見ながら、成功動作又は失敗動作の部
分コンテンツを検出するようにしてもよい。分類部１１８は、これらの動作を自動で検出
する場合、プレイヤが移動しつつボールがプレイヤから所定距離以内にあれば、それはド
リブルと判定し、このドリブル中に相手にボールが渡った場合、失敗動作と判定する。ま
た、分類部１１８は、ドリブル後に味方にボールが渡ったり、シュートをしたりしていれ
ば成功動作と判定する。
【００６４】
　シュートについて、分類部１１８は、相手方ゴール枠付近にボールが移動すれば、シュ
ートと判定してもよい。なお、味方のプレイヤ及び相手のプレイヤについては、ユニフォ
ームの色などで識別することができる。分類部１１８は、分類された部分コンテンツを映
像コンテンツから切り出して、第１記憶部１０８に記憶してもよいし、映像コンテンツ内
のプレイヤの一部の動きに対し、メタデータ等を用いてカテゴリを付与してもよい。
【００６５】
　要求取得部１１６は、カテゴリの識別情報をダウンロード要求とともに受けた場合、こ
のカテゴリに対応する１又は複数の部分コンテンツを第１記憶部１０８から取得したり、
映像コンテンツから取得したりする。要求取得部１１６は、取得した１又は複数の部分コ
ンテンツを、このダウンロード要求を送信した携帯端末１０に、第１送信部１０２を介し
て送信する。
【００６６】
　第１記憶部１０８は、例えば記憶部５４から実現されうる。第１記憶部１０８は、動作
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解析されたＣＧによる映像コンテンツや、カテゴリに分類された部分コンテンツや、仮想
空間データや、視線方向情報等を必要に応じて記憶する。
【００６７】
　図９は、コンテンツ情報の一例を示す図である。図９に示す例において、コンテンツ情
報は、イベントＩＤ、仮想空間データ、プレイヤＩＤ、視線方向情報が対応付けられてい
る。図９に示すコンテンツ情報は、後述するように、ユーザ操作に基づき、ＶＲ体験中の
プレイヤの視線方向や動き方向が変更される際に用いられるデータ構造を示す。
【００６８】
　図９に示す例では、イベントＩＤ「Ｇ０００１」に対し、仮想空間データ「Ｃ０００１
」と、プレイヤＩＤ「ＰＡ００１」～「ＰＡ０２２」とが対応付けられ、各プレイヤＩＤ
に、それぞれ視線方向情報が対応付けられる。視線方向情報は、プレイヤの顔や頭の動き
に合わせた視点座標の軌跡データと、その視点における視線方向のベクトルデータとを含
む。
【００６９】
　なお、図９に示すコンテンツ情報は、携帯端末１０側で、ＶＲ体験中のプレイヤの視線
方向や動き方向が変更される場合に好適である。
【００７０】
　例えば、サーバ装置５０は、ユーザの操作に基づき、ＶＲ体験中のプレイヤの視線方向
や動き方向の変更可能性が有る場合、仮想空間データと、特定のプレイヤの視線方向情報
とを携帯端末１０に送信する。これにより、携帯端末１０は、自身の装置において、視線
方向情報に基づいて視線方向を変更したり、プレイヤキャラクタの動き方向を変更したり
して、変更後の映像コンテンツをＣＧにより生成することができる。
【００７１】
　また、サーバ装置５０と、携帯端末１０とのリアルタイムの双方向通信により、ＶＲ体
験中のプレイヤの視線方向や動き方向を変更することもできる。例えば、携帯端末１０は
、視線方向や動き方向の変更を示す変更情報をサーバ装置５０に送信し、サーバ装置５０
は、その変更情報に基づいて、視線方向や動き方向の変更後の映像コンテンツを生成する
。サーバ装置５０は、変更後の映像コンテンツをその都度携帯端末１０に送信し、携帯端
末１１０は、受信した映像コンテンツを表示する。これにより、プレイヤキャラクタの視
線方向や動き方向を変更することができる。
【００７２】
　また、携帯端末１０側で、視聴だけが許容される場合、図９に示すコンテンツ情報は、
イベントＩＤごとに各プレイヤＩＤを対応付け、そのプレイヤＩＤに、予め生成されたプ
レイヤの視点からの映像コンテンツを対応付けるデータ構造でもよい。このデータ構造に
よれば、ユーザは、イベントＩＤを選択すれば、各プレイヤの視点からの映像コンテンツ
をまとめて取得することができる。また、ユーザは、イベントＩＤとプレイヤＩＤとを選
択すれば、そのイベントの特定のプレイヤの視点からの映像コンテンツを取得することが
できる。例えば、イベントがサッカーの試合である場合、ユーザは、イベントＩＤとして
ワールドカップの決勝の試合を選択したり、プレイヤＩＤとしてユーザの好きな選手を選
択したりし、好きな選手の視点からその試合を体験することができるようになる。
【００７３】
　図１０は、カテゴリごとに分類された部分コンテンツの一例を示す図である。図１０に
示す例では、プレイヤＩＤ毎に、各カテゴリの部分コンテンツが対応付けられている。例
えば、プレイヤＩＤ「ＰＡ００１」は、カテゴリ１として「１０：１０～１０：３５」、
「３４：２３～３４：３０」などの部分コンテンツが対応付けられ、カテゴリ２として「
５：４３～５：５５」、「６：３２～６：４９」などの部分コンテンツが対応付けられて
いる。なお、「１０：１０～１０：３５」等の表記は、映像コンテンツ内の１０分１０秒
から１０分３５秒までの視線方向情報、又は部分コンテンツであることを示す。
【００７４】
　これにより、ユーザは、カテゴリを指定すれば、各プレイヤのそのカテゴリでの部分コ
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ンテンツを取得することができる。また、ユーザは、カテゴリとプレイヤＩＤとを選択す
れば、そのカテゴリでの特定のプレイヤの部分コンテンツを取得することができる。例え
ば、イベントがサッカーの試合で、カテゴリがドリブル成功及びドリブル失敗である場合
、ユーザは、好きな選手のドリブル成功の部分コンテンツのみを選択し、好きな選手のド
リブル成功の世界観を体験することができるようになる。
【００７５】
　≪携帯端末１０≫
図１１は、実施形態における携帯端末１０の機能構成の一例を示す図である。図１１に示
す例では、携帯端末１０は、第２送信部２０２、第２受信部２０４、コンテンツ制御部２
０６、及び第２記憶部２０８を有する。第２記憶部２０８以外の各部は、例えばプログラ
ム４４が主制御部４０により実行されることで機能する。
【００７６】
　第２送信部２０２は、例えば主制御部４０、移動体通信部３２、無線ＬＡＮ通信部３６
等により実現されうる。第２送信部２０２は、ユーザ操作に基づくダウンロード要求等を
サーバ装置５０に送信する。
【００７７】
　第２受信部２０４は、例えば主制御部４０、移動体通信部３２、無線ＬＡＮ通信部３６
等により実現されうる。第２受信部２０４は、サーバ装置５０から、ダウンロード要求し
た映像コンテンツ等を受信する。
【００７８】
　コンテンツ制御部２０６は、例えば主制御部４０等により実現されうる。コンテンツ制
御部２０６は、第２受信部２０４により受信された、各プレイヤの動きを再現するＣＧに
よる映像コンテンツを取得し、再生などの制御を行う。コンテンツ制御部２０６は、映像
コンテンツを制御するため、受付部２１０、取得部２１２、表示制御部２１４、課金部２
１６、変更部２１８、及び報知部２２０を有する。
【００７９】
　受付部２１０は、表示画面に表示されたユーザのボタン操作などにより、ユーザによる
プレイヤの選択を受け付ける。また、受付部２１０は、イベントの選択や、カテゴリの選
択や、部分コンテンツの選択や、表示指示などのユーザ操作を受け付けてもよい。受付部
２１０は、受け付けた各種選択を示す情報を含むダウンロード要求を、第２送信部２０２
を介してサーバ装置５０に送信する。なお、受付部２１０は、接続されたＨＭＤ７０から
のユーザ操作を受け付けてもよい。
【００８０】
　取得部２１２は、ダウンロード要求がされた映像コンテンツ又は部分コンテンツを、第
２受信部２０４を介して取得したり、第２記憶部２０８から取得したりする。映像コンテ
ンツは、１又は複数のプレイヤの動きを複数の撮像装置６０が撮像した各撮像データに基
づき各プレイヤの動作解析が行われた映像コンテンツであり、各プレイヤの動きをＣＧに
より再現し、ユーザにより選択されたプレイヤの視点からの映像コンテンツである。
【００８１】
　表示制御部２１４は、例えば受付部２１０が受け付けたユーザからの表示を示す操作に
より、取得部２１２により取得された映像コンテンツ又は部分コンテンツの表示を制御す
る。表示制御部２１４は、表示制御として、ＨＭＤ７０のタイプに応じて、映像コンテン
ツや部分コンテンツをＨＭＤ７０に送信したり、タッチパネル１４に映像コンテンツを表
示したりする。
【００８２】
　課金部２１６は、ユーザ操作に基づき課金処理を行う。例えば、プログラム４４により
実行されるアプリケーション内で、ユーザが、所定のプレイヤを選択し、所定金額を支払
うための課金処理を行ったとする。このとき、課金部２１６は、ユーザＩＤなどや、選択
されたプレイヤＩＤ等を含む課金要求を、第２送信部２０２を介して課金サーバ（不図示
）に送信する。
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【００８３】
　課金サーバは、携帯端末１０等からの課金要求に応じて、アプリケーション実行中に課
金処理を行うサーバである。課金サーバは、事前にユーザＩＤに関連付けて銀行口座やク
レジット番号などの情報を対応づけておくとよい。
【００８４】
　このとき、受付部２１０は、課金部２１６において課金処理が行われた場合に、イベン
トの選択や、プレイヤの選択等を受け付け可能にしてもよい。これにより、ユーザは、お
金を支払うことで、自分が体験したいプレイヤ等を選択することができる。
【００８５】
　変更部２１８は、ユーザ操作に基づき、選択されたプレイヤの動き方向又は視線方向を
示す第１方向を変更する。ユーザ操作とは、例えば、ＨＭＤ７０を装着した状態で、頭を
動かしたりする操作、又は外付けのコントローラを用いた操作のことをいう。頭の動きは
、携帯端末１０の６軸センサ２３が検知する。この場合、携帯端末１０は、第１方向を変
更可能にするため、サーバ装置５０から仮想空間データと、特定のプレイヤの視線方向情
報とを取得したり、又はストリーミング等によりその都度特定のプレイヤの視点からの映
像コンテンツを取得したりすればよい。
【００８６】
　例えば、ＶＲ体験中のプレイヤ（選択されたプレイヤ）の視線方向が変更される場合、
６軸センサ２３により右方向に頭が動いたことが検知されれば、変更部２１８は、ＶＲ体
験中のプレイヤの視線方向を右方向に移動させる。より具体的には、変更部２１８は、仮
想空間データが取得されている場合、仮想空間データに基づくＶＲ体験中のプレイヤの視
線方向を右方向に移動させ、移動後の視線方向に描画される三次元仮想空間内の映像を表
示させればよい。
【００８７】
　また、変更部２１８は、ストリーミング等により映像コンテンツを取得している場合、
視線方向の変更量を示す変更情報を、第２送信部２０２を介してサーバ装置５０に送信し
、サーバ装置５０から視線変更後の映像コンテンツを取得することで、移動後の視線方向
に描画される三次元仮想空間内の映像を表示させればよい。
【００８８】
　また、ＶＲ体験中のプレイヤの動き方向が変更される場合、６軸センサ２３により右方
向に頭が動いたことが検知されれば、変更部２１８は、ＶＲ体験中のプレイヤキャラクタ
を右方向に移動させる。変更部２１８は、方向の移動量について、頭の動き量に応じて変
更してもよい。例えば、頭が大きく動かされるほど、移動量が大きくなってもよい。動き
方向の移動後の映像コンテンツの生成処理は、視線方向の移動の際の処理と同様である。
【００８９】
　なお、ＶＲ体験中のプレイヤキャラクタの動き方向が変更される場合、ＶＲ体験中のプ
レイヤの実際の動きを示す第２方向と異なる方向に動くことがありうるので、その場合、
実際の動きに戻ることができるようにしておくとよい。例えば、変更部２１８は、所定操
作（例えば頭を二回上下に振るなど）が行われた場合には、実際のプレイヤの動きに戻る
ようにすればよい。これにより、第１方向と第２方向とが乖離したままイベントが進行す
ることを防止することができる。
【００９０】
　また、変更部２１８は、動き方向を変更するモードと、視線方向を変更するモードとを
所定操作（例えば頭を三回上下に振るなど）により切り替えるようにしてもよい。これに
より、ユーザは、視線を変えたり、動き自体を変えたり、ＶＲの体験の幅を広げることが
できる。
【００９１】
　報知部２２０は、表示制御中の映像コンテンツ又は部分コンテンツに基づくプレイヤの
実際の動き方向又は視線方向を示す第２方向と、変更部２１８により変更される第１方向
との差異をユーザに報知する。報知の仕方としては、例えば、第１方向及び／又は第２方
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向を矢印で表し、両矢印を区別可能にしたり、画面内の四方に第２方向を示す領域を設け
、当該領域を所定色にすることで、第２方向を示し、色の濃淡を用いて第２方向と第１方
向との角度の違いを表したりしてもよい。また、報知部２２０は、第１方向と第２方向と
の差異を、音声や、その他の表示の仕方で報知するようにしてもよい。また、報知部２２
０内に評価部を設け、この評価部が、両方向の差異に基づく評価を行ってもよい。例えば
、評価部は、この差異が小さいほど良い評価を与えたり、この差異が所定差以内である時
間が長いほど良い評価を与えたりする。報知部２２０は、評価結果をユーザに報知する。
報知の仕方は特に問わない。これにより、例えば、ユーザは、体験中のプレイヤの状況に
応じた動きを習得することができる。
【００９２】
　これにより、ユーザは、その場その場で、自分が意図した動き方向又は視線方向と、実
際のプレイヤの動き方向又は視線方向とを比べることができる。その結果、例えば、有名
スポーツ選手のその時の判断力を知ることができ、スポーツ教育に活用することができる
。
【００９３】
　また、報知部２２０は、例えば相手と対戦するスポーツの映像コンテンツが表示制御さ
れる場合、相手のプレイヤの死角を表示可能にしてもよい。例えば、報知部２２０は、１
又は複数の相手のプレイヤのキャラクタの視野を三次元仮想空間内で推定し、相手プレイ
ヤの視野が重ならない領域を死角と判定すればよい。これにより、例えばサッカーをＶＲ
で体験する場合、攻撃中のユーザは、どこにパスを出すべきか又はどこにドリブル突破す
べきかを把握することができる。その結果、スポーツ教育のバリエーションを増やすこと
ができる。
【００９４】
　第２記憶部２０８は、第２受信部２０４により受信された映像コンテンツ、部分コンテ
ンツ、仮想空間データ等を記憶する。
【００９５】
　携帯端末１０は、自装置内に、仮想空間データや、各プレイヤの視線方向情報を保持し
ていれば、コンテンツ制御部２０６により、ＶＲ体験中にＶＲを体験するプレイヤの視点
を切り替えることができる。例えば、コンテンツ制御部２０６は、視点を切り替えるため
に設定された操作が行われた場合、視点切替画面等を表示し、ユーザが視聴したいプレイ
ヤの視点を選択させればよい。コンテンツ制御部２０６は、選択されたプレイヤの視線方
向情報を取得し、その視線方向情報を用いて、初めから、又は切替操作が行われた時点か
ら、そのプレイヤの視点からの映像を表示するように制御する。これにより、三次元仮想
空間データが有るので、視線方向情報を取得するだけで、プレイヤの視点切替を容易に行
うことができる。
【００９６】
　以上の機能をコンテンツ配信システム１の各装置が有することで、ＶＲにおいて、オブ
ジェクトの様々な動きに対応しつつ、多数のオブジェクトの視点からのコンテンツを容易
に生成することができる。また、コンテンツ配信システム１は、上述した方法で生成され
たコンテンツをユーザに提供することができる。
【００９７】
　＜視線方向及び視野＞
次に、ＣＧにより生成されるプレイヤキャラクタの視線方向及び視野について説明する。
図１２は、プレイヤキャラクタの視線方向及び視野を説明するための図である。図１２（
Ａ）は、三次元仮想空間内の鉛直方向の上から下を見た場合のプレイヤキャラクタの頭Ｈ
、視線方向ＥＬ１、視野θ１を示す。このキャラクタの視線方向ＥＬ１は、眼を結ぶ線分
の中央から、この線分の垂直方向とする。
【００９８】
　また、水平方向の視野角θ１については、Ｙ方向に対し、視線方向ＥＬ１から左右それ
ぞれ６０度とし、合計１２０度とする。ただし、この視野角θ１は、あくまでも一例であ
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り、適切な値が設定されればよい。
【００９９】
　図１２（Ｂ）は、三次元仮想空間内の水平方向の左から右（Ｙ方向の－側から＋側）を
見た場合のプレイヤキャラクタの頭Ｈ、視線方向ＥＬ２、視野角θ２を示す。このキャラ
クタの視線方向ＥＬ２は、頭の頂点Ｔから下点Ｂを結ぶ線分の眼の位置から、この線分の
垂直方向とする。なお、図１２（Ａ）に示す視線方向ＥＬ１と、図１２（Ｂ）に示す視線
方向ＥＬ２とは、同一の方向を表す。よって、プレイヤキャラクタの視線方向は、プレイ
ヤキャラクタの頭の位置等により推定することができる。また、視点座標は、例えば、視
線方向ＥＬ１と顔との接点座標とする。
【０１００】
　また、鉛直方向の視野角θ２については、Ｚ方向に対し、視線方向ＥＬ２から上６０度
、下７０度とし、合計１３０度とする。ただし、この視野角θ２は、あくまでも一例であ
り、適切な値が設定されればよい。
【０１０１】
　なお、視線方向については、図１２に示す方法で推定するようにしたが、実際の撮像デ
ータから黒目の動きを検出することができれば、実際の黒目の動きから視線方向を推定し
てもよい。これにより、プレイヤになりきってＶＲを体験することができる。
【０１０２】
　＜表示画面例＞
次に、イベントとしてサッカーの試合、オブジェクトとしてサッカー選手を例に挙げて、
本発明を適用する場合の表示画面例について説明する。
【０１０３】
　図１３は、実施形態における表示画面Ａの一例を示す図である。図１３に示す画面Ａは
、ユーザが選択したプレイヤが、ディフェンスをしている場合の画面例を示す。図１３に
示すように、ユーザは、実際のサッカーの試合を体験するＶＲにて、ディフェンスをして
いるプレイヤ目線で試合を楽しむことができる。
【０１０４】
　図１３に示す例では、プレイヤキャラクタＰ１１が現在ボールＢ１を蹴っており、プレ
イヤキャラクタＰ１２～Ｐ１４が、プレイヤキャラクタのＰ１１の味方を表す。また、プ
レイヤキャラクタＰ２１は、ユーザが体験しているプレイヤの味方を表す。
【０１０５】
　図１４は、実施形態における表示画面Ｂの一例を示す図である。図１４に示す画面Ｂは
、ユーザが選択したプレイヤが、オフェンスをしている（例えばドリブルをしている）場
合の画面例を示す。図１４に示すように、ユーザは、実際のサッカーの試合を体験するＶ
Ｒにて、オフェンスをしているプレイヤ目線で試合を楽しむことができる。
【０１０６】
　図１５は、実施形態における表示画面Ｃの一例を示す図である。図１５に示す画面Ｃは
、図１４に示す画面Ｂから、例えばユーザが頭を動かすことで、視線方向が変更された画
面例を示す。図１５に示すように、ユーザは、視線方向を右方向に動かすよう操作するこ
とで、視線方向が全体的に右方向に向いたシーンを視聴することができる。
【０１０７】
　また、図１５に示す画面Ｃでは、ＶＲ体験中の視線方向（第１方向）を示す矢印Ａ１が
画面Ｃ上に表示される。このとき、実際のプレイヤの視線方向（第２方向）を示す矢印Ａ
２も画面Ｃ上に表示される。これにより、ユーザは、この時の自分の判断と、体験してい
るプレイヤの判断とを比べることができる。なお、矢印Ａ１は、必ずしも表示されなくて
もよい。
【０１０８】
　図１６は、実施形態における表示画面Ｄの一例を示す図である。図１６に示す画面Ｄは
、図１５に示す画面Ｃと比べて、第１方向と第２方向との差異の報知の仕方が異なる。図
１６に示す画面Ｄは、画面Ｄ内の四方に配置された各領域Ｂ１～Ｂ４が、第２方向を知ら
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せるための領域である。ユーザは、左方向の領域Ｂ１の色が変更されることで、プレイヤ
の実際の視線方向は左方向であったと知ることができる。なお、領域Ｂ１の色が濃くなる
ほど、第１方向と第２方向との角度の差が大きくなることを示す。
【０１０９】
　図１７は、実施形態における表示画面Ｅの一例を示す図である。図１７に示す画面Ｅは
、図１５に示す画面Ｃと比べて、第１方向と第２方向との差異の報知が消去され、死角領
域Ｄ２が表示されている。図１７に示す画面Ｅは、ユーザが体験しているプレイヤキャラ
クタの相手となる各キャラクタＰ２３～Ｐ２５の死角領域Ｄ２が表示される。死角領域Ｄ
２は、図１８で説明するように、相手キャラクタの視野を示す情報に基づいて算出できる
。これにより、ユーザは、この時点で、死角領域Ｄ２についてはパスやドリブル突破がし
やすい領域であることを把握することができる。なお、死角領域が表示される場合でも、
上述した報知処理がなされてもよい。
【０１１０】
　図１８は、死角領域Ｄ２を説明するための図である。図１８に示す例では、三次元仮想
空間のサッカーフィールドを上面から表している。領域ＡＲ２は、図１７における画面Ｅ
で表示されている領域である。領域ＡＲ２内で、相手のキャラクタＰ２３～Ｐ２５の視野
に入らない領域が死角領域Ｄ２である。この死角領域Ｄ２が、図１７に示す画面Ｅにおい
て表示されている。なお、図１８に示す上面図が、図１７に示す画面に重畳され、所定の
ユーザ操作により、この上面図の表示と非表示とが切り替えられるように実装されてもよ
い。
【０１１１】
　以上の図１３～１７に示す画像は、表示制御部２１４により表示制御される画面である
。また、図１５～１６で説明した視線変更は、ユーザ操作に基づき、変更部２１８により
変更される。また、図１５～１６で説明した第１方向と第２方向との差異の報知は、報知
部２２０により実行される。また、図１７で説明した死角領域Ｄ２は、報知部２２０によ
り報知される。死角領域Ｄ２の検出は、コンテンツ制御部２０６やサーバ装置５０のコン
テンツ生成部１１４等が行えばよい。
【０１１２】
　なお、図１３～１７に示すプレイヤキャラクタは一例であって、実際のプレイヤの顔や
ユニフォームをプレイヤキャラクタに用いることで、臨場感と現実味とが溢れるＶＲを実
現することができる。
【０１１３】
　＜動作＞
次に、実施形態におけるコンテンツ配信システム１の各装置の動作について説明する。以
下、サーバ装置５０におけるコンテンツ生成処理、及びコンテンツ配信処理、並びに、携
帯端末１０におけるコンテンツ表示処理、視線変更処理、及びプレイヤ切替処理の順で説
明する。
【０１１４】
　≪コンテンツ生成処理≫
図１９は、実施形態におけるコンテンツ生成処理の一例を示すフローチャートである。図
１９に示すステップＳ１０２で、第１受信部１０４は、各撮像装置６０から、１又は複数
のプレイヤが動いている様子を撮像した各撮像データを受信する。各撮像装置６０は、様
々な角度から各プレイヤを撮像する。
【０１１５】
　ステップＳ１０４で、動作解析部１１０は、第２受信部１０４から各撮像データを取得
すると、少なくとも１のプレイヤの動きに対し、公知のモーションキャプチャ技術を用い
て動作解析を行う。モーションキャプチャ技術は、マーカーレス方式が好ましい。
【０１１６】
　ステップＳ１０６で、仮想空間生成部１１２は、第２受信部１０４から各撮像データを
取得すると、各プレイヤやフィールドを示す仮想オブジェクトを含む三次元仮想空間を生
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成する。
【０１１７】
　ステップＳ１０８で、コンテンツ生成部１１４は、三次元仮想空間及び動作解析の結果
に基づいて、動作解析されたプレイヤの動きをＣＧにより再現する映像コンテンツを生成
する。
【０１１８】
　このとき、分類部１１８は、コンテンツ内のプレイヤの一部の動きを示す部分コンテン
ツを生成し、部分コンテンツをこの動きに応じて複数のカテゴリに分類してもよい。
【０１１９】
　ステップＳ１１０で、コンテンツ生成部１１４は、生成された映像コンテンツ及び／又
は部分コンテンツを第１記憶部１０８に記憶する。
【０１２０】
　これにより、ＶＲにおいて、ＣＧを用いることにより、オブジェクトの様々な動きに対
応しつつ、多数のオブジェクトの視点からのコンテンツを容易に生成することができる。
【０１２１】
　≪コンテンツ配信処理≫
図２０は、実施形態におけるコンテンツ配信処理の一例を示すフローチャートである。図
２０に示すステップＳ２０２で、要求取得部１１６は、各携帯端末１０からのダウンロー
ド要求を、第１受信部１０４を介して取得する。
【０１２２】
　ステップＳ２０４で、要求取得部１１６は、ダウンロード要求に含まれるコンテンツＩ
Ｄ及び／又はプレイヤＩＤを基に、これらのＩＤに対応する映像コンテンツを取得する。
また、ダウンロード要求にカテゴリを示す情報が含まれる場合、要求取得部１１６は、部
分コンテンツを取得してもよい。
【０１２３】
　ステップＳ２０６で、要求取得部１１６は、取得した映像コンテンツ又は部分コンテン
ツを、ダウンロード要求を送信した携帯端末１０に配信する。これにより、サーバ装置５
０は、ダウンロード要求に応じて様々なコンテンツを配信することができる。また、要求
取得部１１６は、仮想空間データと、プレイヤＩＤに対応するプレイヤの視線方向情報と
を取得し、これらが配信されるようにしてもよい。これにより、携帯端末１０側で、ＶＲ
体験中のプレイヤの視線方向や動き方向の変更が可能になる。
【０１２４】
　≪コンテンツ表示処理≫
図２１は、実施形態におけるコンテンツ表示処理の一例を示すフローチャートである。図
２１に示すステップＳ３０２で、受付部２１０は、ユーザ操作に基づくイベントの選択を
受け付ける。例えば、ユーザは、アプリケーション画面から、複数のイベントの中から所
定のイベントを選択して、受付部２１０は、この選択を受け付ける。また、受付部２１０
は、課金処理が行われた場合に、イベントの受付処理を可能にしてもよい。
【０１２５】
　ステップＳ３０４で、受付部２１０は、ユーザ操作に基づくプレイヤの選択を受け付け
る。例えば、ユーザは、アプリケーション画面から、イベントに参加したプレイヤの中か
ら、所定のプレイヤを選択して、受付部２１０は、この選択を受け付ける。また、受付部
２１０は、課金処理が行われた場合に、プレイヤの受付処理を可能にしてもよい。
【０１２６】
　なお、イベントが１つである場合は、ステップＳ３０２を省略してもよく、プレイヤが
１人の場合は、ステップＳ３０４を省略してもよい。受付部２１０は、受け付けたイベン
トのＩＤ及び／又はプレイヤのＩＤを含むダウンロード要求を、第２送信部２０２を介し
てサーバ装置５０に送信する。また、受付部２１０は、カテゴリの選択を受け付けた場合
は、このカテゴリを示す情報をダウンロード要求に含める。
【０１２７】
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　ステップＳ３０６で、取得部２１２は、ダウンロード要求に対応するコンテンツを取得
する。取得されるコンテンツは、仮想空間データ及び視線方向情報と、映像コンテンツと
、部分コンテンツとのうち、少なくとも１つを含む。
【０１２８】
　ステップＳ３０８で、表示制御部２１４は、取得されたコンテンツを表示するよう制御
する。例えば、表示制御部２１４は、コンテンツをＨＭＤ７０に送信することで映像コン
テンツが表示されるようにしたり、タッチパネル１４に映像コンテンツを表示したりする
ことで、ＨＭＤ７０で視聴できるようにする。これにより、ユーザに対し、自身が選択し
たイベント内でのプレイヤになりきってＶＲを体験させることができる。
【０１２９】
　≪視線変更処理≫
図２２は、実施形態における表示制御処理の一例を示すフローチャートである。図２２に
示す処理は、図２１に示すステップＳ３０８の表示制御処理内に含まれる処理である。
【０１３０】
　図２２に示すステップＳ４０２で、変更部２１８は、映像コンテンツ表示中に、ＶＲ体
験中のプレイヤの視線変更をするための所定の操作を示す信号を受け付けたか否かを判定
する。所定の操作とは、頭を所定方向（例えば、上方向、下方向、前方向、後方向、左方
向、右方向の少なくとも１方向）に動かすことである。所定の操作を示す信号が受け付け
られれば（ステップＳ４０２－ＹＥＳ）、処理はステップＳ４０４に進み、所定の操作を
示す信号が受け付けられていなければ（ステップＳ４０２－ＮＯ）、処理はステップＳ４
０２に戻る。
【０１３１】
　ステップＳ４０４で、変更部２１８は、受付部２１０から所定の操作を示す信号を受け
付けると、ＶＲ体験中のプレイヤの視線方向を変更する。例えば、頭が左に動けば、視線
方向が左に変更され、頭が右に動けば、視線方向は右に変更される。視線変更後の映像の
生成については、上述したように携帯端末１０側で処理する場合と、サーバ装置５０が処
理する場合と２通りがあり、いずれの方法が用いられてもよい。
【０１３２】
　ステップＳ４０６で、報知部２２０は、変更部２１８により変更される視線方向（第１
方向）と、体験中のプレイヤの実際の視線方向（第２方向）との差異を報知する。報知の
方法は様々であり、上述した方法のいずれか１つが適用されればよい。複数の報知方法は
、ユーザにより選択されてもよい。
【０１３３】
　ステップＳ４０８で、表示制御部２１４は、表示が終了したか否かを判定する。コンテ
ンツの表示が終了すれば（ステップＳ４０８－ＹＥＳ）、表示制御処理は終了し、コンテ
ンツの表示が終了していなければ（ステップＳ４０８－ＮＯ）、処理はステップＳ４０２
に戻る。これにより、ユーザは、単にＶＲを視聴するだけでなく、自分も仮想空間内のイ
ベントに参加することができ、さらに、実際のプレイヤの視線方向との差異を比べること
ができる。
【０１３４】
　なお、図２２で説明した視線方向は、プレイヤの動きに置き換えてもよい。これにより
、ユーザ自身がイベントに参加し、自分の意志でプレイヤを操作しているようなＶＲの体
験をさせることができる。
【０１３５】
　しかし、この場合、ユーザが移動させたプレイヤの動きと、実際のプレイヤの動きとの
差異が生じると、実際のイベントの内容とはかけ離れることになるので、いずれかのタイ
ミングで、実際のプレイヤの動きに戻るようにすればよい。例えば、所定時間経過すると
、ユーザが移動させたプレイヤの動きと、実際のプレイヤの動きとの差異が生じる時点に
戻り、あとは、実際のプレイヤの動きでＶＲが視聴されるようにしてもよい。
【０１３６】
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　≪プレイヤ切替処理≫
図２３は、実施形態におけるプレイヤ切替処理の一例を示すフローチャートである。図２
３に示す処理は、図２１に示すステップＳ３０８の表示制御中に行われる処理として説明
する。
【０１３７】
　図２３に示すステップＳ５０２で、受付部２１０は、プレイヤの切替指示が有ったか否
かを判定する。プレイヤの切替指示として予め設定した所定の操作をユーザが行った場合
、受付部２１０は、プレイヤの切替指示と判断する。切替指示が有れば（ステップＳ５０
２－ＹＥＳ）、処理はステップＳ５０４に進み、切替指示がなければ（ステップＳ５０２
－ＮＯ）、処理はステップＳ５０２に戻る。
【０１３８】
　ステップＳ５０４で、表示制御部２１４は、受付部２１０から切替指示が通知されると
、映像コンテンツの表示を一時停止する。
【０１３９】
　ステップＳ５０６で、コンテンツ制御部２０６は、アプリケーション画面を通じて、ど
のプレイヤに切り替えるかをユーザに提示する。例えば、コンテンツ制御部２０６は、表
示中のプレイヤキャラクタを切替候補にするとよい。受付部２１０は、ユーザに選択され
たプレイヤのＩＤを特定する。
【０１４０】
　ステップＳ５０８で、取得部２１２は、プレイヤＩＤに対応するコンテンツを第２記憶
部２０８又はサーバ装置５０から取得する。このとき、第２記憶部２０８に、プレイヤＩ
Ｄに対応する映像コンテンツがない場合、取得部２１２は、エラーを返すようにする。ま
た、サーバ装置５０から課金処理により、この映像コンテンツが取得される場合は、課金
画面が表示されるようにすればよい。また、取得部２１２は、仮想空間データや、切替後
のプレイヤＩＤの視線方向情報が第２記憶部２０８等にあれば、仮想空間データと、視線
方向情報とに基づいて、プレイヤ切替後の映像コンテンツを生成し、この映像コンテンツ
を取得する。
【０１４１】
　ステップＳ５１０で、表示制御部２１４は、取得されたコンテンツを表示するよう制御
する。これにより、ユーザは、ＶＲを視聴中に、体験するプレイヤを切り替えることがで
きる。なお、表示制御部２１４は、以前に表示していたコンテンツの視聴時間の所定時間
前から、切替後のコンテンツを表示するように制御してもよい。これは、視聴中にプレイ
ヤを切り替えるということは、その時の体験中のプレイヤを他のプレイヤから見てみたい
というユーザの要求があり、その要求に応えるためである。
【０１４２】
　なお、図１９～２３で説明した処理のフローに含まれる各処理ステップは、処理内容に
矛盾が生じない範囲で、任意に順番を変更して又は並列に実行することができるとともに
、各処理ステップ間に他のステップを追加してもよい。また、便宜上１ステップとして記
載されているステップは、複数ステップに分けて実行することができる一方、便宜上複数
ステップに分けて記載されているものは、１ステップとして把握することができる。
【０１４３】
　以上より、実施形態におけるコンテンツ配信システム１によれば、ＶＲにおいて、オブ
ジェクトの様々な動きに対応しつつ、多数のオブジェクトの視点からのコンテンツを容易
に生成することができる。また、コンテンツ配信システム１は、上述した方法で生成され
たコンテンツをユーザに提供することができる。
【０１４４】
　また、撮像されるイベントをスポーツにすることで、本実施形態をスポーツ教育に用い
ることができる。例えば、子供たちに、有名な選手の視点からの世界観を体験させたり、
コーチによる選手の動きの解説を入れたりすることで、そのスポーツに対するプレイを向
上させることが可能になる。
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【０１４５】
　また、上記実施形態において、第１のコンテンツ提供モデルとして、ユーザは、プログ
ラム４４を無償でダウンロードし、プログラム４４によるアプリケーションを用いて、取
得したい映像コンテンツや部分コンテンツに課金することで、そのコンテンツをダウンロ
ードすることができるようにしてもよい。
【０１４６】
　また、上記実施形態において、上記モデルに限らず、第２のコンテンツ提供モデルとし
て、月額のリース契約により、所定のイベントに対する仮想空間データ、及び各プレイヤ
の視線方向情報を提供することも考えられる。
【０１４７】
　［変形例］
以上、本願の開示する技術の実施形態について説明したが、本願の開示する技術は、上記
例に限定されるものではない。
【０１４８】
　報知部２２０による報知処理について、この処理を行う場合は、映像コンテンツは、必
ずしもＣＧにより生成される必要はない。例えば、特開２００６－２１１５３１号公報で
開示されている自由視点映像生成技術を用いた実映像でのＶＲの映像コンテンツにおいて
、上述した報知処理を適用することができる。例えば、自由視点映像生成技術を用いた実
映像でのＶＲにおいて、プレイヤの操作により視線移動等が行える場合、ユーザにより移
動される視線方向と、実際の視線方向との差異を報知するようにすることができる。
【０１４９】
　また、報知処理について、携帯端末１０が、サーバ装置５０から、各プレイヤの視点か
らの映像コンテンツを取得する場合でも実行可能である。この場合、映像として、プレイ
ヤキャラクタの視点からの映像が表示されるため、報知部２２０は、ユーザ操作に基づく
視線方向や動き方向を示す第１方向を報知するようにすればよい。すなわち、報知部２２
０は、第１方向又は第２方向を映像に表示するだけでも、両方向の違いを表現することが
可能である。
【０１５０】
　また、上述した実施形態において、コンテンツは、ライブ映像や、スポーツ映像を含み
、スポーツ映像は、サッカーに限らず、野球、テニス、ボクシング等の試合でもよい。
【０１５１】
　なお、本発明において、「部」や「手段」、「装置」、「システム」とは、単に物理的
手段を意味するものではなく、その「部」や「手段」、「装置」、「システム」が有する
機能をソフトウェアによって実現する場合も含む。また、１つの「部」や「手段」、「装
置」、「システム」が有する機能が２つ以上の物理的手段や装置により実現されても、２
つ以上の「部」や「手段」、「装置」、「システム」の機能が１つの物理的手段や装置に
より実現されても良い。
【符号の説明】
【０１５２】
１０　情報処理装置
５０　サーバ装置（情報処理装置）
７０　ＨＭＤ
１０６　生成部
１１０　動作解析部
１１２　コンテンツ生成部
１１４　要求取得部
１１６　分類部
２０６　コンテンツ制御部
２１０　受付部
２１２　取得部
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２１４　表示制御部
２１６　課金部
２１８　変更部
２２０　報知部

【図１】 【図２】
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【図２０】 【図２１】
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